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同
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育
て
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援
社
会
形
成
促
進
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ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

青
森
県
男
女
共
同
参
画
・
子
育
て
支
援
社
会
形
成
促
進
セ
ン
タ
ー
規
則

(

平
成
十
三
年
五
月
青
森

県
規
則
第
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

、
児
童
図
書
室
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プ
レ
イ
ル
ー
ム
の
使
用
時
間
は
、｣

を

｢

及
び
児
童
図

書
室
の
使
用
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時

(

日
曜
日
及
び
休
日
に
あ
っ
て
は
、
午
後
五
時)

ま

で
と
し
、
プ
レ
イ
ル
ー
ム
の
使
用
時
間
は｣

に
改
め
る
。
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則

こ
の
規
則
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平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
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知
事

三

村

申
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県
規
則
第
三
十
一
号
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平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
日

(

月
曜
日)

号
外
第
二
十
五
号



( )

青
森
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
河
川
法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

三
十
年｣

を

｢

二
十
年｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
河
川
法
施
行
細
則
第

四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
同
日
以
後
に
受
け
る
河
川
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第

二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
許
可
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
二
十
七
条
中｢

担
当
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

担
当
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
改
め
る
。

｢

別
表
第
二
中

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｢

｣

に

｣

改
め
る
。

別
表
第
三
中
青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
か
ら
青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
八
戸

地
域
技
術
研
究
所
の
項
ま
で
、
青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校
つ
が
る
校
の
項
及
び
青
森
県
立
八

戸
工
科
学
院
三
沢
校
の
項
を
削
り
、
青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
病
害
虫
防
除
室
の
項
か
ら
青
森
県
農
業
大
学
校
の
項

ま
で
を
削
る
。

第
七
号
様
式
の

(

そ
の
二)

及
び
第
七
号
様
式
の
二
の

(

そ
の
二)

中

｢グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
｣

を

｢グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
｣

に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中

｢

｣

を

｢

｣

に
、

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。
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( )

第
十
五
号
様
式
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中｢グ

ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
｣

を｢グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
｣

に
、｢サ

ブ
リ
ー

ダ
ー
｣

を

｢サ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
企
画
政
策
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
出
納
部
の
部
中

｣

｢

を

｣

｢

｣

に
改
め
る
。

第
三
条
政
策
調
整
班
の
項
中

｢

政
策
調
整
班｣

を

｢

企
画
調
整
班｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
企
画
班
の
項
を
削
り
、
同
条
新
幹
線
・
交
通
政
策
班
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

広
報
広
聴
班

一

災
害
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
状
況
の
取
材
に
関
す
る
こ
と
。

三

対
策
調
整
班
及
び
情
報
総
括
班
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
物
品
購
入
調
査
班
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
防
災
行
政
用
無
線
通
信
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
防
災
行
政
用
無
線
通
信
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー
サ

ブ
リ
ー
ダ
ー

グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
サ

ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

新
幹
線
・
交
通
政
策
班

企
画
班

政
策
調
整
班

新
幹
線
・
交
通
政
策
課
長

企
画
課
長

政
策
調
整
課
長

広
報
広
聴
班

新
幹
線
・
交
通
政
策
班

企
画
調
整
班

広
報
広
聴
課
長

新
幹
線
・
交
通
政
策
課
長

企
画
調
整
課
長

広
報
広
聴
班

新
幹
線
・
交
通
政
策
班

広
報
広
聴
課
長

新
幹
線
・
交
通
政
策
課
長

物
品
購
入
調
査
班

出
納
班

物
品
購
入
調
査
室
長

出
納
課
長

出
納
班

出
納
課
長



( )

青
森
県
防
災
行
政
用
無
線
通
信
規
程

(

平
成
十
二
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

出
先
機
関
の
長｣

の
下
に

｢

又
は
本
庁
の
課
長｣

を
加
え
る
。

別
表
無
線
局
の
項
中

｢

鰺
ケ
沢
道
路
河
川
・
水
産
総
合
研
究
地
球
局｣

を

｢

鰺
ケ
沢
道
路
河
川
地

球
局｣

に
改
め
、｢

・
青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー｣

を
削
り
、｢

八
戸
漁
業
用
海
岸
地
球
局｣

を

｢

水
産
振
興
課
八
戸
市
駐
在
地
球
局｣

に
、

｢

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
八
戸
漁
業
用
海

岸
局)

｣

を

｢

八
戸
漁
業
用
海
岸
局)

｣

に
、｢

鰺
ケ
沢
漁
業
用
海
岸
地
球
局｣

を

｢

鰺
ケ
沢
管
理

所
地
球
局｣

に
、

｢

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
八
戸
漁
業
用
海
岸
局
鰺
ケ
沢
管
理
所｣

を

｢

八
戸
漁
業
用
海
岸
局
鰺
ケ
沢
管
理
所｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
化
観
光
振
興
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
文
化
観
光
振
興
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
化
観
光
振
興
連
絡
会
議
規
程

(

昭
和
五
十
四
年
七
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
八
号)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中｢

政
策
調
整
課
長
、
企
画
課
長
、
新
幹
線
・
交
通
政
策
課
長｣

を｢

企
画
調
整
課
長
、

新
幹
線
・
交
通
政
策
課
長
、
広
報
広
聴
課
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

｢

政
策
教
養
課
長｣

を

｢

警
務
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
行
政
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
行
政
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

青
森
県
行
政
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程

(

昭
和
五
十
三
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号)

は
、
廃

止
す
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
八
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
務
育
成
品
種
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
務
育
成
品
種
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

青
森
県
職
務
育
成
品
種
規
程

(

平
成
十
一
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
五
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
農
業
機
械
化
対
策
委
員
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日
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( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
農
業
機
械
化
対
策
委
員
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

青
森
県
農
業
機
械
化
対
策
委
員
会
規
程

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
六
号)

は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
九
号

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
修
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
修
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
修
規
程(

昭
和
六
十
年
三
月
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
十
号

昭
和
五
十
四
年
七
月
十
日
青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

(

青
森
県
内
水
面
養
魚
配
布
規
則
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
種
卵
及
び
稚
魚
の
配
布
価
格)

は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止

す
る
。平

成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程

(

昭
和
二
十
八
年
三
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
三
項
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
を｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を｣

に
、

｢

総

務
・
行
政
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を｢

総
務
・
行
政
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
、｢

選
挙
グ
ル
ー

プ
リ
ー
ダ
ー｣

を｢

選
挙
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

サ
ブ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

サ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
改
め
、
同
条

第
四
項
中

｢

サ
ブ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

サ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
、

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
第
二
項
中

｢

総
務
・
行
政
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
・
行
政
グ
ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

認
知
機
能
検
査
員
等
の
認
定
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日
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( )

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

認
知
機
能
検
査
員
等
の
認
定
等
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号)

に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第

九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検
査
を
行
う
検
査
員
の
認
定
並
び
に
法

第
百
八
条
の
二
第
三
項
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
。
以
下

｢

施
行
規
則｣

と
い
う
。)

第
三
十
八
条
の
三
及
び
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
規
則

(

平

成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下

｢

講
習
規
則｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
二
項
第
四

号
に
規
定
す
る
青
森
県
公
安
委
員
会

(

以
下

｢
公
安
委
員
会｣

と
い
う
。)

が
行
う
講
習
指
導
員

の
認
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

認
知
機
能
検
査
員
講
習

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検

査
の
実
施
に
必
要
な
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
講
習
を
い
う
。

二

停
止
処
分
者
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
講
習
を
い
う
。

三

高
齢
者
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
講
習
を
い
う
。

四

違
反
者
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
講
習
を
い
う
。

(

講
習
の
委
託
に
必
要
な
講
習
指
導
員
の
設
置
基
準)

第
三
条

施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
三
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
講
習
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
法
人
が
置
く
べ
き
講
習
指
導
員
の
配
置
数
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
講
習
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

停
止
処
分
者
講
習

違
反
者
・
停
止
処
分
者
講
習
指
導
員
六
人
以
上

二

高
齢
者
講
習

高
齢
者
講
習
指
導
員
二
人
以
上

三

違
反
者
講
習

違
反
者
・
停
止
処
分
者
講
習
指
導
員
二
人
以
上

(

認
知
機
能
検
査
員
講
習
の
実
施)

第
四
条

認
知
機
能
検
査
員
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
知
機
能
検
査
員
講
習
受
講
申
請
書

(

別
記
様
式
第
一
号)

を
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
講
習
を
別
表
第
一
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

(

認
知
機
能
検
査
員
の
認
定)

第
五
条

公
安
委
員
会
は
、
認
知
機
能
検
査
員
講
習
を
終
了
し
た
者
の
経
歴
等
を
書
面
に
よ
り
調
査

し
、
適
格
者
に
つ
い
て
認
知
機
能
検
査
員
講
習
終
了
証

(

別
記
様
式
第
二
号)

を
交
付
の
う
え
認

知
機
能
検
査
員
と
し
て
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

(

講
習
指
導
員
の
認
定)

第
六
条

公
安
委
員
会
は
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー

(

以
下

｢

セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)

が
実

施
す
る
違
反
者
・
停
止
処
分
者
講
習
指
導
員
研
修
又
は
高
齢
者
講
習
指
導
員
研
修
を
修
了
し
た
者

(

以
下

｢

研
修
修
了
者｣

と
い
う
。)

の
経
歴
等
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
調
査
し
、
適
格
者
に
つ

い
て
運
転
適
性
検
査
指
導
者
資
格
証

(

別
記
様
式
第
三
号
。
以
下

｢

資
格
証｣

と
い
う
。)

を
交

付
の
う
え
違
反
者
・
停
止
処
分
者
講
習
指
導
員
又
は
高
齢
者
講
習
指
導
員
と
し
て
認
定
す
る
も
の

と
す
る
。

(

資
格
証
の
事
前
交
付)

第
七
条

公
安
委
員
会
は
、
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
違
反
者
・
停
止
処
分
者
講
習
指
導
員
研
修
又
は

高
齢
者
講
習
指
導
員
研
修
の
修
了
前
に
、
資
格
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、

運
転
適
性
検
査
指
導
者
講
習
を
別
表
第
二
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
講
習
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
資
格
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

講
習
指
導
員
の
認
定
に
関
す
る
専
決)

第
八
条

違
反
者
・
停
止
処
分
者
講
習
指
導
員
及
び
高
齢
者
講
習
指
導
員
の
認
定
に
関
す
る
公
安
委

員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
警
察
本
部
長

(

以
下

｢

本
部
長｣

と
い
う
。)

に
専
決
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検
査
員
講
習
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

第
五
条
に
規
定
す
る
調
査
及
び
認
知
機
能
検
査
員
講
習
終
了
証
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

三

第
六
条
に
規
定
す
る
研
修
修
了
者
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
資
格
証
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

四

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
適
性
検
査
指
導
者
講
習
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

五

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
格
証
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

２

本
部
長
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
務
を
主
管
課
長
に
専
決
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特

に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
費
用)

第
九
条

こ
の
講
習
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

委
任)

第
十
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
本
部
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

別
表
第
一

(

第
四
条
関
係)

認
知
機
能
検
査
員
講
習
の
実
施
に
関
す
る
基
準

備
考

高
齢
者
講
習
指
導
員
の
資
格
を
有
す
る
者
が
受
講
す
る
場
合
は
、
講
習
項
目
の
認
知
機
能

検
査
の
実
施
方
法
の
み
の
受
講
と
す
る
。

別
表
第
二

(

第
七
条
関
係)

運
転
適
性
検
査
指
導
者
講
習
の
実
施
に
関
す
る
基
準

青 森 県 報平成21年３月30日 月曜日 号外第25号7

講

習

項

目

講

習

内

容

時

間

１

高
齢
者
と
認
知
機
能
の
実
態
及

び
基
礎
理
論

�

認
知
症
の
実
態
と
認
知
症
に
関

す
る
基
礎
理
論

�

認
知
症
の
症
状
と
対
応
方
法

一
・
五
時
間

２

高
齢
運
転
者
対
策
の
概
要

�

高
齢
者
の
交
通
事
故
の
現
状

�

認
知
機
能
検
査
の
導
入

�

認
知
機
能
検
査
結
果
に
基
づ
く

高
齢
者
講
習

�

認
知
症
の
お
そ
れ
が
あ
る
者
に

対
す
る
臨
時
適
性
検
査

�

申
請
に
よ
る
免
許
取
消
し

�

高
齢
運
転
者
標
識

一
時
間

３

認
知
機
能
検
査
の
実
施
方
法

�

認
知
機
能
検
査
の
実
施
方
法

�

検
査
結
果
の
採
点
方
法

�

検
査
結
果
の
伝
達
方
法

�

認
知
機
能
検
査
の
模
擬
実
施

三
時
間

講

習

項

目

講

習

内

容

時

間

１

運
転
適
性
検
査
の
基
本
・
実
施

要
領
等

�

運
転
適
性
検
査
の
基
本

�

運
転
適
性
検
査
の
実
施
要
領

�

運
転
適
性
検
査
採
点
評
価
・
診

断
の
作
成

�

運
転
適
性
検
査
実
習

七
時
間

２

運
転
適
性
検
査
結
果
に
基
づ
く

�

運
転
行
動
と
心
理
特
性
の
概
要

七
時
間

指
導
要
領
等

�

運
転
適
性
診
断
表
の
読
み
方

�

運
転
適
性
検
査
結
果
に
基
づ
く

指
導
要
領
・
指
導
実
習
要
領

�

運
転
適
性
検
査
取
扱
上
の
留
意

事
項
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注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

県収入証紙貼付欄

手
数
料

円

資
格

勤
務
先

受
講
者
氏
名

生
年
月
日

年
月

日

青
森
県
公
安
委
員
会
殿

所
属

申
請
者

氏
名

電
話

(
)

認
知
機
能
検
査
員
講
習
受
講
申
請
書

認
知
機
能
検
査
員
の
講
習
を
受
講
し
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
｡

記

別
記
様
式
第
１
号
(第
４
条
関
係
)

電
話

名
称

所
在
地

年
月

日
生

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
号

認
知
機
能
検
査
員
講
習
終
了
証

氏
名

年
月

日
生

あ
な
た
は
認
知
機
能
検
査
員
講
習
の
課
程
を
終
了
し
た
こ
と
を
証
明
し
ま
す
｡

平
成

年
月

日

青
森
県
公
安
委
員
会

印

別
記
様
式
第
２
号
(第
５
条
関
係
)



( )

収

用

委

員

会

青
森
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

青
森
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
十
一
月
青
森
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
十
七
号
中

｢

第
六
条
の
二
第
二
項｣

を

｢

第
六
条
の
三
第
二
項｣

に
改
め
、

同
項
第
三
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
一

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例

(

平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

の
施
行

に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定

及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
し
な
い
旨
の
決
定
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
及
び
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
を
停
止
し
な
い
旨
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
文
書
等
の
取
扱
い)

第
十
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
文
書
及
び
公
印
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

知
事
部
局
の
文
書
及
び
公
印
の
取
扱
い
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成21年３月30日 月曜日 号外第25号9

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
号

運
転
適
性
検
査
指
導
者
資
格
証

所
属

職
名

氏
名

年
月

日
生

上
記
の
者
は

の

検
査
指
導
者
と
し
て
適
格
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
｡

平
成

年
月

日

青
森
県
警
察
本
部
長

印

別
記
様
式
第
３
号
(第
６
条
関
係
)



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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